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ネックシャツの取り扱い・シャツの裾出しについて 

 

 日頃は、フェローシップ委員会の活動にご協力を頂きまして感謝申し上げます。 

ネックシャツの取り扱い・シャツの裾出しについて、下記の通り 令和８年７月１日より 

ドレスコードを改正することで決定いたしました。 

 

【ゴルフコースでの服装について】 

・ネックシャツの取り扱い 

[現状] 

＜男女共通＞ 

ネックのあるものについては、折り返しの有無に関わらず４センチ以上ある場合は可とし

ます。 

           ↓ 

 

[改正]令和８年７月１日より適用 

＜男女共通＞ 

プレー時は、襟付きシャツ(折り襟)を着用するものとします。尚、モックネックシャツ及

びハイネックシャツについては、単体での着用は認めず、襟付きシャツ(折り襟)の下に着

用する場合に限り可とします。但し、折り返すことの出来る防寒用のタートルネックにつ

いては、単体での着用を可とします。 

 

 

・シャツの裾出しについて 

 [新規]令和８年７月１日より適用 

＜男性の服装＞ 

プレー中は、シャツの裾をズボンの中に入れてください。但し、原則 7～9月は熱中症対

策としてシャツの裾出しを可とします。 

※倶楽部ハウス内へ入館される場合は、必ず裾をズボンの中に入れて下さい。 

 


